
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患部の治療を行うための治療計画を作成する治療計画装置において、
　入力装置と、
　

前記患部を含む断層画像情報を用いて設定された患部を含む標的内に
、荷電粒子ビームの照射方向において照射エネルギーが異なる複数の層領域を設定し、こ
れらの層領域内にそれぞれ前記荷電粒子ビームの複数の照射位置を設定し、それぞれの層
領域において設定されたそれぞれの照射位置の照射量、及び 基準照射量を用いて、各
前記層領域内の各前記照射位置に

を設定し、
前記 の治療計画情報 ことを特徴とする治療計画装置

。
【請求項２】
　前記演算 は、

ことを特徴とする請求項１記載の治療計画装置。
【発明の詳細な説明】
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前記入力装置の入力結果に基づき演算処理を行い、前記患部の治療計画情報を作成する
演算装置と、
　前記治療計画情報を表示する表示装置とを備え、
　前記演算装置は、

分割
対して各前記照射位置の照射量を分割照射するための照

射回数と１回当たりの照射量 各前記層領域内の各前記照射位置と前記１回当た
りの照射量の各情報を 患部 に含ませる

装置 各前記層領域内の各前記照射位置における１回当たりの照射量が前記
分割基準照射量を超えないよう、前記分割照射の照射回数と１回当たりの照射量を設定す
る



【技術分野】
【０００１】
　本発明は、 に係り、特に、陽子及び炭素イオン等の荷電粒子ビームを患部
に照射して治療する粒子線出射装 用いる治療計画装 関する。
【背景技術】
【０００２】
　癌などの患者の患部に陽子等の荷電粒子ビームを照射する治療方法が知られている。こ
の治療に用いる治療システムは、荷電粒子ビーム発生装置、ビーム輸送系、及び治療室を
備えている。荷電粒子ビーム発生装置の加速器で加速された荷電粒子ビームは、ビーム輸
送系を経て治療室の照射装置に達し、照射装置に備えられた走査用電磁石で走査された後
、ノズルから患者の患部に照射される。また、このような治療システムにおいて、従来、
照射装置からの荷電粒子ビームの出力を停止させ、荷電粒子ビームの出力を停止した状態
で、走査用電磁石を制御することにより荷電粒子ビームの照射位置（スポット）を変更（
スキャン）させ、この変更後に、前記照射装置からの荷電粒子ビームの出力を開始させる
ものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特許第２８３３６０２号公報（図１等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の粒子線治療システムにおいて、健全な細胞への被曝を極力防止し過不足のな
い正しい照射治療を行うために、照射装置には、電磁石の下流側でかつ照射対象である患
者の直前に、ビームの照射線量分布を測定する照射線量モニタ 、ビーム位置モニ
タが設置されている。この モニタは、通常、ビームの通過によって電離した電
荷量をコンデンサーに蓄積し、スポット照射後にコンデンサに誘起された電圧を読み出す
方式であることが多い。このコンデンサの容量は、最も照射線量の多いスポットによる電
離電荷量を許容できるように決められる。
【０００５】
　ここで、上記コンデンサは、その容量が小さいほど出力電圧が高くなって分解能が高く
できるのに対し、容量が大きくなるほど分解能が低くなるという特質を備えている。した
がって、最も照射線量の多いスポットと最も照射線量の少ないスポットとのスポット照射
線量ばらつきを小さくできれば、その分コンデンサ容量を小さくして分解能を向上でき、
結果として実際の照射線量をさらに正確に検出できる可能性がある。しかしながら、上記
従来技術においては、上述のようなスポット照射線量ばらつきの低減について特に配慮さ
れておらず、実際の照射線量の検出精度向上の面で未だ改善の余地があった。
【０００６】
　一方、各スポットへの照射時には、各スポットごとの目標照射線量が設定されており、
上記照射線量モニタによる照射線量の積算値がその目標値に達したら、加速器へビーム停
止指令が出力され、加速器がこれに応じて荷電粒子ビームの出力を停止するようになって
いる。しかしながら、加速器は、一般に、ビーム停止指令が入力された後、若干の応答遅
れが生じる可能性がある。例えば、加速器の一形態であるシンクロトロンを用いる場合、
前段加速器から入射された低エネルギのイオンを周回させるとともに、その周回する荷電
粒子ビームに高周波電磁界を印加して荷電粒子ビームのベータトロン振動を増加し、共鳴
の安定限界を越えさせ、荷電粒子ビームのベータトロン振動を共鳴状態にして出射する構
成となっている。この結果、上記のようにしてビーム停止指令が入力されても、厳密には
、直ちに荷電粒子ビームの出力が停止するのではなく、若干の応答遅れが生じる可能性が
ないとは言えない。このような場合、上記目標値に達した後も、その応答遅れ時間の間継
続して荷電粒子ビームが当該スポットに照射されることから、荷電粒子ビームの照射線量
制御の精度向上の面では未だ改善の余地があった。
【０００７】
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　また、上記照射線量モニタは、機器である以上誤動作や故障の発生する可能性を完全に
なくすことは困難である。また、上記各スポットごとの目標照射線量についても、通常は
操作者が手作業で入力するか、あるいは入力値に基づき計算される値であるため、手作業
入力または計算の段階で不適当な値を入力してしまう可能性も全くないとは言い切れない
。上記従来技術は、このようなモニタ異常あるいは入力エラーについて特に配慮されてお
らず、それらによる荷電粒子ビームの過照射防止の面では未だ改善の余地があった。
【０００８】
　さらに、前述のように各スポットへの照射時には各スポットごとの目標照射線量が設定
され、上記照射線量モニタによる照射線量の積算値がその目標値に達したら、加速器へビ
ーム停止指令が出力され、加速器がこれに応じて荷電粒子ビームの出力を停止するように
なっている。このようなビーム停止機能に関しても、その機能に係わる機器に万が一誤動
作や故障が発生する可能性も全くないとは言い切れない。上記従来技術は、このようなビ
ーム停止機能の誤動作等についても特に配慮されておらず、それらによる荷電粒子ビーム
の過照射防止の面でも未だ改善の余地があった。
【０００９】
　本発明 的は、荷電粒子ビームを用いた治療時における実際の照射線量の検出精度を
向上することができる 治療計画装 提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述した目的を達成する本発明の特徴は、患部の治療を行うための治療計画を作成する
治療計画装置において、入力装置と、

前記患部を含む断層画像情報を用いて設定された患部を含む標
的内に、荷電粒子ビームの照射方向において照射エネルギーが異なる複数の層領域を設定
し、これらの層領域内にそれぞれ前記荷電粒子ビームの複数の照射位置を設定し、それぞ
れの層領域において設定されたそれぞれの照射位置の照射量、及び 基準照射量を用い
て、各前記層領域内の各前記照射位置に

を設定し、
前記 の治療計画情報 治療計画装置にある。

【００１６】
　本発明において なくとも１つの照射位置への荷電粒子ビームの照射を複数回行う

１回あたりの照射量が小さ
くなるように分割照射を行うことができる。このた 置モニタのコンデンサ容量を小
さくして分解能を向上できるので、治療時における実際の照射線量をさらに正確に検出す
ることが可能となる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、荷電粒子ビームを用いた治療時における実際の照射量の検出精度を向
上することができる
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の一実施形態である粒子線出射装置を備えた粒子線治療システムを図面を
参照しつつ説明する。
【００３１】
　本実施形態の粒子線治療システムである陽子線治療システムは、図１に示すように、荷
電粒子ビーム発生装置１と、荷電粒子ビーム発生装置１の下流側に接続されたビーム輸送
系４とを有している。
【００３２】
　荷電粒子ビーム発生装置１は、イオン源（図示せず）、前段荷電粒子ビーム発生装置（
ライナック）１１及びシンクロトロン（加速器）１２を有する。シンクロトロン１２は、
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の目
治療計画が行える 置を

前記入力装置の入力結果に基づき演算処理を行い、
前記患部の治療計画情報を作成する演算装置と、前記治療計画情報を表示する表示装置と
を備え、前記演算装置は、

分割
対して各前記照射位置の照射量を分割照射するた

めの照射回数と１回当たりの照射量 各前記層領域内の各前記照射位置と前記１
回当たりの照射量の各情報を 患部 に含ませる

は、少
治療計画を作成することができる。この治療計画に基づいて、

め、位

治療計画を作成できる。



高周波印加装置９、及び加速装置１０を有する。高周波印加装置９は、シンクロトロン１
２の周回軌道に配置された高周波印加電極９３と高周波電源９１とを開閉スイッチ９２に
て接続して構成される。加速装置（第２エレメント、荷電粒子ビームエネルギー変更装置
）１０は、その周回軌道に配置された高周波加速空胴（図示せず）、及び高周波加速空胴
に高周波電力を印加する高周波電源（図示せず）を備える。イオン源で発生したイオン（
例えば、陽子イオン（または炭素イオン））は前段荷電粒子ビーム発生装置（例えば直線
荷電粒子ビーム発生装置）１１で加速される。前段荷電粒子ビーム発生装置１１から出射
されたイオンビーム（陽子ビーム）はシンクロトロン１２に入射される。荷電粒子ビーム
（粒子線）であるそのイオンビームは、シンクロトロン１２で、高周波電源から高周波加
速空胴を経てイオンビームに印加される高周波電力によってエネルギーを与えられて加速
される。シンクロトロン１２内を周回するイオンビームのエネルギーが設定されたエネル
ギー（例えば１００～２００ＭｅＶ）までに高められた後、高周波電源９１からの出射用
の高周波が、閉じられた開閉スイッチ９２を経て高周波印加電極９３に達し、高周波印加
電極９３よりイオンビームに印加される。安定限界内で周回しているイオンビームは、こ
の高周波の印加によって安定限界外に移行し、出射用デフレクタ８を通ってシンクロトロ
ン１２から出射される。イオンビームの出射の際には、シンクロトロン１２に設けられた
四極電磁石１３及び偏向電磁石１４に導かれる電流が電流設定値に保持され、安定限界も
ほぼ一定に保持されている。開閉スイッチ９２を開いて高周波印加電極９３への高周波電
力の印加を停止することによって、シンクロトロン１２からのイオンビームの出射が停止
される。
【００３３】
　シンクロトロン１２から出射されたイオンビームは、ビーム輸送系４より下流側へ輸送
される。ビーム輸送系４は、四極電磁石１８及び偏向電磁石１７と、治療室内に配置され
た照射装置１５に連絡されるビーム経路６２にビーム進行方向上流側より配置された四極
電磁石２１、四極電磁石２２、偏向電磁石２３、偏向電磁石２４（それぞれの電磁石が第
１エレメント）とを備える。ビーム輸送系４へ導入されたイオンビームは、ビーム経路６
２を通って照射装置１５へと輸送される。
【００３４】
　治療室は、内部に設置された回転ガントリー（図示せず）に取り付けられた照射装置１
５を備える。ビーム輸送系４のビーム経路６２の一部を含む逆Ｕ字状のビーム輸送装置及
び照射装置１５は、回転ガントリー（図示せず）の略筒状の回転胴（図示せず）に設置さ
れている。回転胴はモータ（図示せず）により回転可能に構成されている。回転胴内には
治療ゲージ（図示せず）が形成される。
【００３５】
　照射装置１５は、回転胴に取り付けられ前述の逆Ｕ字状のビーム輸送装置に接続される
ケーシング（図示せず）を有している。ビームを走査するための走査電磁石５Ａ，５Ｂ、
及び線量モニタ６Ａ、位置モニタ６Ｂ等がケーシング内に設置される。走査電磁石５Ａ，
５Ｂは、例えばビーム軸と垂直な平面上において互いに直交する方向 (Ｘ方向、Ｙ方向 )に
ビームを偏向し照射位置をＸ方向およびＹ方向に動かすためのものである。
【００３６】
　治療用ベッド２９は、照射装置１５からイオンビームを照射する前に、ベッド駆動装置
（図示せず）によって移動され上記治療ゲージ内に挿入されるとともに、照射装置１５に
対する照射にあたっての位置決めが行われる。回転胴はガントリーコントローラ（図示せ
ず）によってモータの回転を制御することによって回転され、照射装置１５のビーム軸が
患者３０の患部を向くようになる。ビーム経路６２を経て逆Ｕ字状のビーム輸送装置から
照射装置１５内へ導入されたイオンビームは、走査電磁石（荷電粒子ビーム走査装置）５
Ａ，５Ｂによって順次照射位置を走査され、患者３０の患部（例えば癌や腫瘍の発生部位
）に照射される。そのイオンビームは、患部においてそのエネルギーを放出し、高線量領
域を形成する。照射装置１５内の走査電磁石５Ａ，５Ｂは、例えば治療装置内のガントリ
ー室に配置されたスキャニングコントローラ４１によって制御される。
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【００３７】
　本実施形態の陽子線治療システムが備えている制御システムを、図１を用いて説明する
。その制御システム９０は、中央制御装置１００、治療計画データベースを格納した記憶
装置１１０、スキャニングコントローラ４１、加速器・輸送系コントローラ（以下、加速
器コントローラという）４０を有する。更に、本実施形態の陽子線治療システムは、治療
計画装置１４０を有している。
【００３８】
　記憶装置１１０に記憶されている各患者毎の上記治療計画データ（患者データ）は、特
に図示を行わないが、患者ＩＤナンバー、照射量（一回当たり）、照射エネルギ、照射方
向、照射位置等のデータを含んでいる。
【００３９】
　中央制御装置１００は、ＣＰＵ１０１と、メモリ１０３とを備えている。ＣＰＵ１０１
は、入力した患者識別情報を用いて、これから治療を行う患者に関する上記の治療計画デ
ータを記憶装置１１０から読み込む。この患者別治療計画データのうち照射エネルギの値
によって、既に述べた各電磁石への励磁電力供給の制御パターンが決まる。
【００４０】
　メモリ１０３には、電力供給制御テーブルが予め記憶されている。すなわち、例えば、
照射エネルギの各種の値（７０，８０，９０，…［Ｍｅｖ］等）に応じて、シンクロトロ
ン１２を含む荷電粒子ビーム発生装置１における四極電磁石１３及び偏向電磁石１４、ビ
ーム輸送系４の四極電磁石１８、偏向電磁石１７、四極電磁石２１，２２、偏向電磁石２
３，２４に対する供給励磁電力値又はそのパターンが予め設定されている。
【００４１】
　またＣＰＵ１０１は、制御情報作成装置として、上記治療計画データと上記電力供給制
御テーブルとを用いて、これから治療を受けようとする患者について、荷電粒子ビーム発
生装置１や各ビーム経路に配置された電磁石を制御するための制御指令データ（制御指令
情報）を作成する。そしてＣＰＵ１０１は、このようにして作成した制御指令データを、
スキャニングコントローラ４１及び加速器コントローラ４０へ出力する。
【００４２】
　本実施形態の特徴のひとつは、治療計画装置１４０により作成した治療計画データに基
づき、中央制御装置１００、スキャニングコントローラ４１、加速器コントローラ４０が
互いに連携して制御を行い、その結果として、 (i)照射装置１５からのイオンビームの出
力を停止させ、イオンビームの出力を停止した状態で、走査電磁石５Ａ，５Ｂを制御する
ことによりイオンビームの照射位置（スポット）を変更させ、この変更後に、照射装置１
５からのイオンビームの出力を開始させる（いわゆるスキャニング）こと； (ii)スポット
における照射量のばらつきを小さくするために、そのままでは分割基準照射量（詳細は後
述）を超えることとなる少なくとも１つの同一の照射位置（スポット）へのイオンビーム
の照射を複数回に分けて分割して行うように、シンクロトロン１２及び照射装置１５を制
御すること；にある。
【００４３】
　以下、その詳細内容を図２～図１８を用いて説明する。
  まず、治療計画装置１４０による治療計画作成について説明する。治療計画装置１４０
は例えばパソコンによって構成され、図示を省略するが、操作者が操作入力可能な入力装
置（例えばキーボード）、前記入力手段及び前記操作手段の入力結果に基づき所定の演算
処理を行う演算装置（例えばＣＰＵ）、外部からの画像データの入力、及びその演算装置
により作成した治療計画データの出力等の情報の入出力を行う入出力インターフェース、
及び表示装置を有する。
【００４４】
　図２は、治療計画装置１４０の上記演算手段で行う演算処理手順を表すフローチャート
である。図２において、操作者（通常は医者又は医療従事スタッフ）が、治療しようとす
る患者識別情報（例えば姓名、識別番号、ＩＤナンバー等）を入力装置を介し入力すると
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、ステップ１０１の判定が満たされてステップ１０２へ移り、該当する患者の患者画像フ
ァイル（予め別途の撮像手段で撮影され記憶装置１１０のデータベース中に格納されてい
たもの）を読み込む。患者画像ファイルは、患部を含む断層像情報である。
【００４５】
　その後、読み込まれた患者画像ファイルを、ステップ１０３において表示装置に表示信
号として出力し、対応する表示が行われる。操作者が、その表示された患者画像ファイル
を見ながら、入力装置を介しイオンビームを照射したい標的領域を塗りつぶすことにより
指定すると、ステップ１０４が満たされてステップ１０５に移り、その塗りつぶされた領
域について、３次元的に認識処理を行う。
【００４６】
　この状態で、操作者が、入力装置を介し対応する標的領域に照射したい目標線量を入力
すると、ステップ１０６の判定が満たされ、さらにイオンビームの照射方向を入力すると
、ステップ１０７が満たされ、ステップ１０８へ移る。さらに、操作者が、入力装置を介
し、一スポットあたりこれを超えると分割照射を行うようにするその基準照射量となる分
割基準照射量を入力すると、ステップ１０８の判定が満たされ、ステップ１１０に移る。
【００４７】
　ここで、標的の深さとイオンビームのエネルギーとの関係を説明する。標的は、患部を
含むイオンビームの照射対象領域であり、患部よりもいくらか大きい。図３に体内の深さ
とイオンビームによる線量の関係の例を示す。図３の線量のピークをブラッグピークと呼
ぶ。標的へのイオンビームの照射はブラッグピークの位置で行われる。ブラッグピークの
位置は、イオンビームのエネルギーにより変化する。従って、標的を深さ方向（体内での
イオンビームの進行方向）において複数の層（スライス）に分割し、イオンビームのエネ
ルギーを深さ（各層）に応じたエネルギーに変えれば、深さ方向に厚みを持つ標的（標的
領域）の全部になるべく一様にイオンビームを照射することができる。ステップ１１０で
は、このような観点に基づき、標的領域を深さ方向に分割する層の数を決定する。この決
定手法としては、例えば、１つの層の高さを設定し、その高さと標的領域の深さ方向寸法
に応じて自動的に決める。層の高さは、標的領域の大小に係わらず固定値でもよいし、標
的領域の最大深さに合わせて自動的に決めてもよい。また、層の高さは、イオンビームの
エネルギー広がりに応じて自動的に決めても、単純に層の数自体を入力装置を介し操作者
が入力してもよい。
【００４８】
　図４は、上記のようにして決定した層の一例を表す図である。この例では、層の数は最
下層より層１，２，３，４の４個であり、層１，２はＸ方向に１０ｃｍＹ方向に１０ｃｍ
の広がりをもち、層３，４はＸ方向に２０ｃｍＹ方向に１０ｃｍの広がりをもっている例
である。前述の図３は、例えば図４中Ａ－Ａ′線でみた深さ方向線量分布の例を表してお
り、図５は、例えば図４中Ｂ－Ｂ′線でみた深さ方向線量分布の例を表す図である。
【００４９】
　以上のようにして層の数が決まったら、ステップ１１１に移り、各層（標的断面）を深
さ方向と直角方向に分割するスポットの数（及び位置）を決定する。この決定に際しても
、上記層と同様、１つのスポット径を設定し、その大きさと当該層の大きさ寸法に応じて
自動的に決める。スポットの大きさは固定値でもよいし、標的断面の大きさに合わせて自
動的に決めるようにしてもよいし、イオンビームのサイズ（ビーム径）に応じて自動的に
決めるようにしてもよい。また、単純にスポット位置又は間隔自体を入力装置を介し操作
者が入力するようにしてもよい。以上のようなステップ１１１が終了したら、ステップ１
２０に移り、全層の各スポットにおける照射量を決定する。
【００５０】
　図６は、このステップ１２０の詳細手順を表すフローチャートである。前述したように
、基本的に標的へのイオンビームの照射はブラッグピークの位置で行われ、深さ方向に厚
みを持つ標的（標的領域）の全部になるべく一様にイオンビームを照射することが好まし
い。したがって、各スポットの照射量の決定にあたっては、最終的に標的全領域において
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一様照射となるようにしなければならない。ステップ１２０は、このような点に鑑み、ま
ずステップ１２１で、初期条件を決定する。すなわち、例えば過去の計算例の蓄積や、簡
易モデルを利用する等により、先のステップ１０６～ステップ１１１で入力し又は決定さ
れた目標線量、イオンビームの照射方向、層数に対応するような、各層ごとの全スポット
の照射量を仮の値として決定する。
【００５１】
　その後、ステップ１２２に移り、ステップ１２１で決定した全スポット照射量値によっ
て照射した場合、標的全領域における実際の線量分布がどのようになるかを公知の方法で
シミュレーション計算する。そして、ステップ１２３で、その計算された線量分布がほぼ
標的全領域において一様となっているか（ばらつきがある範囲内におさまっているか）ど
うかを判断する。線量分布が一様となっていない場合は、ステップ１２４へ移って所定の
補正を行う。この補正は、例えば平均値よりある程度突出して高い／低いスポットの照射
量を自動的にある幅で引き下げる／引き上げるようにしてもよいし、その幅は手動操作で
設定してもよい。このように補正した後は、ステップ１２１に戻って同様の手順を繰り返
す。これにより、照射量の分布がある程度一様となるまで、ステップ１２４の補正及びス
テップ１２２の線量分布計算が行われる。以上のようにして、最終的に、標的全領域にお
いてほぼ一様な線量分布を実現できる、全スポットの照射量が決定され、ステップ１３０
へ移る。
【００５２】
　この段階では、全スポットの照射量はそれぞれ決定されているものの、そのどれもが当
該割り当てられた照射量を一回で（一度に）照射するように設定されている。ステップ１
３０では、それらのスポットに対して決定された各照射量のうち、先にステップ１０８で
入力された分割基準照射量を超える照射量がある場合には、そのスポットへのイオンビー
ムの照射は一度に行わず、複数回（少なくとも２回以上）に分けて分割照射する。すなわ
ち、照射回数Ｎは、当該スポットの照射量をＲ、分割基準照射量をＲ sとしたとき、ｎ≧
Ｒ／Ｒ sとなる最小の自然数ｎとする（いいかえれば、ＲをＲ sで除した値の小数点以下を
切り上げた値とする）。これにより、Ｎ＝１となった場合はＲ≦Ｒ sであって複数回分割
照射を行わず（一度に照射する）、Ｎ≧２となった場合はＲ＞Ｒ sであり、複数回に分割
した照射を行うように計画する。
【００５３】
　図７は、先に図４及び図５を用いて説明した例（層１～４）における分割の例を示して
いる。この例では分割基準照射量を１０（相対値、単位省略。以下同様）としている。図
７に示すように、層１では、分割処理を行う前（すなわち一度に照射する場合）の各スポ
ットの照射量が７０となったため、７回に分割照射することとして、１回当たりの照射量
を１０とする。同様に層２，３，４では、分割処理を行う前の各スポットの照射量が２５
，１７ .９，１２ .６となったため、それぞれ３回、２回、２回に分割照射することとして
、１回当たりの照射量をそれぞれ８ .３，９，６ .３としている。
【００５４】
　図８を用いて具体的に説明する。上述したように、層１（図８に示す層３の右半分に対
応する領域、なお図８の左右方向は図４のｘ方向に対応している）に対しては、７回の分
割照射を行い、１回目～７回目の各照射において照射量１０の照射を繰り返すように計画
する。層２（図８に示す層３の右半分に対応する領域）に対しては、照射量８ .３の照射
を３回繰り返すように計画する。層３では、図８の右半分に示す領域に対して照射量９ .
０の照射を２回繰り返し、図８の左半分に示す領域に対して照射量１０ .０の照射を７回
繰り返すように計画する。層４では、図８の右半分に示す領域に対して照射量６ .３の照
射を２回繰り返し、図８の左半分に示す領域に対して照射量８ .３の照射を３回繰り返す
ように計画する。
【００５５】
　ステップ１３０が終了すると、ステップ１３１に移り、各層におけるスポットの照射順
序を決定する。すなわち、本実施形態の陽子線治療システムでは、前述したように、照射
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装置１５からのイオンビームの出力を停止させ、イオンビームの出力を停止した状態で照
射位置（スポット）を変更させるスキャニング照射を行う。ステップ１３１では、そのス
キャニング照射において、各スポットに対してイオンビームをどのように移動していくか
を決定する。標的に照射されるイオンビームは細くその直径はスポットの直径よりも若干
大きい程度である。
【００５６】
　図９及び図１０は、このスポット照射順序の設定の一例を示している。このスポット照
射順序は図４、図３、図５、図７、図８を用いて前述した例に対応するものである。
【００５７】
　図９では、層１と層２との照射順序設定を簡略化して併せて示している。図示のように
、層１，２ともスポットが１０行１０列の格子状に合計１００個設定されている。層１及
び層２の標的（図９の正方形領域）に対するイオンビームの照射は、例えば、それらの層
の一端に位置するスポット列（１０個のスポットを含む）の一端（図９では左下隅）から
他端（図９では右下隅）に向かって（図９において左から右に向かって）スポット毎に行
われ、その他端に位置するスポットへの照射が終了した後、そのスポット列に隣接する他
のスポット列の一端（図９では右端）から他端（図９では左端）に向かって（図９におい
て右から左に向かって）スポット毎に行われ、他のスポット列における他端のスポット終
了後に隣接する次の他のスポット列に移動する。このように、本実施形態は、層１及び層
２の各水平面において、隣接するスポット列毎にイオンビームの進行方向を反転させて（
蛇行させて）イオンビームを移動させ、最後のスポット列の最終端のスポット（図９では
左上隅）に至り、層１，２に対する１回の照射（複数回のうちの１回分のスキャン）が終
了するように計画されている。層１においては、全１００個のスポットの１回あたりの照
射量が１０であり、上述したようなスポット列毎に蛇行する１回のスキャンが７回行われ
る。なお、１回目～７回目まで全部同一の照射順序設定でもよいが、照射の迅速化のため
に例えば２回目は上記１回目と逆のルートで図９の左上隅から左下隅にスキャンするよう
にしてもよい（以下同様）。また層２においては、図８を用いて前述したようにこれら全
１００個のスポットの１回あたりの照射量が８．３であり、上記のように蛇行する１回の
スキャンが３回行われるように計画されている。
【００５８】
　図１０では、層３と層４との照射順序設定（但し１回目と２回目の例）を簡略化して併
せて示している。図示のように、層３，４ともスポットが２０行１０列の格子状に合計２
００個設定されている。そして、層３，４の標的（図１０の長方形領域）に対するイオン
ビームの照射は、例えば、層１，２と同様に、それらの層の一端に位置するスポット列（
２０個のスポットを含む）の一端（図１０では左下隅）から他端（図１０では右下隅）に
向かってスポット毎に行われ、その他端のスポットへの照射が終了した後、そのスポット
列に隣接する他のスポット列の一端（図１０では右端）から他端（図１０では左端）に向
かって行われ、他のスポット列における他端のスポット終了後に隣接する次の他のスポッ
ト列に移動する。このように、本実施形態では、層３，４についても、各水平面において
、隣接するスポット列毎にイオンビームを蛇行させて移動させ、層３，４に対する１回の
照射（２回のうちの１回分のスキャン）が終了するように計画されている。
【００５９】
　層３においては、２００個のスポットの１回あたりの照射量は、図８に示すように、図
１０の右半分領域の１００個で９、左半分領域の１００個で１０である。このため、１つ
のスポット列の途中で照射量を変えつつスポット列毎に蛇行する１回のスキャンが２回行
われるように計画される。また層４においては、同様に全２００個のスポットの１回あた
りの照射量が図１０の右半分領域の１００個で６．３、左半分領域の１００個で８ .３で
ある。このため、１つのスポット列の途中で照射量を変えつつスポット列毎に蛇行する１
回のスキャンが２回行われるように計画されている。
【００６０】
　なお、層３，４ともに、３回目以降の照射は、図１０の右半分領域１００個のスポット
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への照射がなくなり、左半分領域１００個のスポットへの照射となる（図８参照）。この
ときの照射順序は、特に図示しないが、例えば図９に示した層１，２と同様に行えば足り
る。層３においては、それら１００個のスポットの１回あたりの照射量は１０であり、左
半分領域のみ例えば上記の蛇行する１回のスキャンが５回（３回目～７回目）行われるよ
うに計画されている。また層４においては、同様に１００個のスポットの１回あたりの照
射量は８ .３であり、左半分領域のみ例えば上記の蛇行する１回のスキャンが行われる（
３回目）ように計画されている。
【００６１】
　以上のようにしてスポット照射順序を決定したら、ステップ１３２に移り、以上のよう
にして決定した、全層及び全スポットの照射量、及びスポット照射順序で照射した場合に
予測される患部標的領域の線量分布を公知の方法で算出する。このシミュレーションは、
先に図６で示したもののような簡易的な方法でなく、より精度の高く計算時間もやや長い
ものとする。その後ステップ１３３に移り、ステップ１３２で算出した線量分布予測結果
を計画結果と共に表示装置へ表示信号として出力する。このときの表示は、例えばＤＶＨ
グラフ等を含むサマリーでも良い。また、正常臓器への影響等についてのコメントも併せ
て表示することが好ましい。
【００６２】
　操作者が上記の表示を見てこの計画では不十分である（適当ではない）と判断した場合
には「ＯＫ」入力を行わないため、ステップ１３４の判定によりステップ１０７に戻り、
ステップ１３４の判定が「ＹＥＳ」になるまでステップ１０７～１３４の処理が繰り返さ
れる。
【００６３】
　操作者が、作成された治療計画情報が適切であるとの判断を下した場合、「ＯＫ」入力
を行うことで、ステップ１３４の判定が満たされる。その後、操作者がその治療計画情報
での登録を許可する登録指示入力（画面表示上のボタン、あるいはキーボード等）を行う
ことにより、ステップ１３５の判定が満たされ、続くステップ１３６でこの治療計画情報
の記憶装置１１０への登録処理を行い、図２の処理を終了する。
【００６４】
　次に、上記のようにして分割照射が計画され、記憶装置１１０に格納された治療計画情
報を、中央制御装置１００が読み出してメモリ１０３に格納する。ＣＰＵ１０１は、メモ
リ１０３に格納した治療計画情報（層数、照射位置の数（スポットの数）、各層内での照
射位置に対する照射順序、各照射位置での目標照射量（設定照射量）、及び各層の全スポ
ットに関する走査電磁石５Ａ，５Ｂの電流値等の情報）をスキャニングコントローラ４１
のメモリ４１Ｍに送信する。スキャニングコントローラ４１はその治療計画情報をメモリ
４１Ｍに記憶する。また、ＣＰＵ１０１は、治療計画情報のうち全ての層に関するシンク
ロトロン１２の加速パラメータのデータの全てを、加速器コントローラ４０に伝える。加
速パラメータのデータは、各層に照射するイオンビームのエネルギーによって定まる、シ
ンクロトロン１２及びビーム輸送系の各電磁石励磁電流値、及高周波加速空胴に印加する
高周波電力値を含む。それらの加速パラメータのデータは予め例えば複数の加速パターン
に分類されている。
【００６５】
　スキャニングコントローラ４１のメモリ４１Ｍに記憶された治療計画情報の一部を、図
１１を用いて説明する。その一部の情報は、照射パラメータ、すなわち、層内の各照射位
置に対する、照射パラメータ、すなわち、層における照射回数の情報（層（回目））、照
射位置（スポット）のＸ方向位置（Ｘ位置）及びＹ方向位置（Ｙ位置）の情報、及び各照
射位置での目標照射量（照射量）である。更に層変更フラグ情報も含まれている。層にお
ける照射回数の情報（図１１の左端）は、例えば「２－２」が「層２における２回目の照
射」、「２－３」が「層２における３回目の照射」及び「３－１」が「層３における１回
目の照射」を意味する。Ｘ方向位置及びＹ方向位置の情報は、該当するＸ位置及びＹ位置
で特定される照射位置（スポット）にイオンビームを走査するための、走査電磁石５Ａ，
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５Ｂの電流値で示されている。層２を対象とした照射回数の情報「２－１」（図示せず）
、「２－２」及び「２－３」のそれぞれにおけるＸ位置及びＹ位置で特定される全ての照
射位置に対して、スポット番号（後述のスポット数ｊ）が照射する順番に付されている。
他の層１、３，４を対象としたそれぞれの照射回数の情報におけるＸ位置及びＹ位置で特
定される全ての照射位置に対しても、同様に、スポット番号が付されている。
【００６６】
　本実施形態におけるスポットスキャニングを実施する際のスキャニングコントローラ４
１及び加速器コントローラ４０による各制御を、図１２を用いて具体的に説明する。治療
室内にある図示しない照射開始指示装置が操作されると、加速器コントローラ４０はそれ
に応じてステップ２０１で層番号を表す演算子ｉを１、スポット番号を表す演算子ｊを１
に初期設定し、その旨の信号を出力する。
【００６７】
　加速器コントローラ４０は、ステップ２０１の初期設定を受けて、ステップ２０２で、
メモリに格納した複数パターンの加速パラメータの中から、ｉ番目（この時点ではｉ＝１
）の層に対する加速器パラメータを読み出して設定し、ステップ２０３でそれをシンクロ
トロン１２へ出力する。加速器コントローラ４０は、ステップ２０３で、シンクロトロン
１２及びビーム輸送系５の各電磁石の電源に対してｉ番目の加速器パラメータに含まれる
それらの電磁石に対する励磁電流情報を出力し、それらの励磁電流情報により各電磁石が
所定の電流で励磁されるように該当する電源を制御する。また、加速器コントローラ４０
は、ステップ２０３で、高周波加速空胴に高周波電力を印加する高周波電源を制御してそ
の高周波電力と周波数を所定の値まで増加させる。これにより、シンクロトロン１２内を
周回するイオンビームのエネルギーが治療計画で定められたエネルギーまで増大される。
その後、ステップ２０４に移り、スキャニングコントローラ４１へ出射準備指令を出力す
る。
【００６８】
　スキャニングコントローラ４１は、ステップ２０１の初期設定の情報、及びステップ２
０４における出射準備指令を加速器コントローラ４０から受けて、ステップ２０５で、前
述のように既にメモリ４１Ｍに格納した電流値データ（図１１の「Ｘ位置」、「Ｙ位置」
の欄に示されたデータ）及び照射量データ（図１１の「照射量」の欄に示されたデータ）
の中から、ｊ番目（この時点ではｊ＝１）スポットの電流値データ及び照射量データを読
み出して設定する（後述の図１３も参照）。また同様に、メモリ４１Ｍに格納した上記目
標カウント数についても、ｊ番目（この時点ではｊ＝１）スポットのデータを読み出して
設定する。ここで、スキャニングコントローラ４１は、走査電磁石５Ａ，５Ｂがそのｊ番
目スポットの電流値で励磁されるように該当する電源を制御する。
【００６９】
　以上のようにして当該スポットへの照射準備が完了した後、スキャニングコントローラ
４１は、ステップ３００においてビーム出射開始信号を出力し、高周波印加装置９を制御
してシンクロトロン１２からイオンビームを出射させる。すなわち、加速器コントローラ
４０を通過したビーム出射開始信号によって開閉スイッチ９２が閉じられて高周波がイオ
ンビームに印加されるため、イオンビームが出射される。走査電磁石５Ａ，５Ｂは１番目
のスポットの位置にイオンビームが達するように励磁されているため、そのイオンビーム
は照射装置１５より該当する層の１番目のスポットに照射される。１番目のスポットへの
照射量が該当する目標照射量に達したとき、スキャニングコントローラ４１は、ステップ
３００においてビーム出射停止信号を出力する。ビーム出射停止信号は加速器コントロー
ラ４０を通過して開閉スイッチ９２を開く。これにより、イオンビームの出射が停止され
る。
【００７０】
　この時点では層１の１番目のスポットへの１回目の照射が終了しただけである。ステッ
プ２０８の判定が「Ｎｏ」であるためステップ２０９に移ってスポット番号ｊに１が加え
られる（すなわち照射位置を隣のスポットへと移動）。そして、ステップ２０５、３００
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、２０８の処理が繰り返される。すなわち、層１の全スポットへの照射が終了するまで、
走査電磁石５Ａ，５Ｂにより、イオンビームを隣接するスポットへと次々に移動させなが
ら（移動中はイオンビームの照射を停止させつつ）、イオンビームの照射が行われる（ス
キャニング照射）。
【００７１】
　層１の全スポットへの全分割回数（前述した例では７回）の照射が終了したら、ステッ
プ２０８の判定が「Ｙｅｓ」となる。このとき、スキャニングコントローラ４１は、加速
器コントローラ４０のＣＰＵに対し層変更指令を出力する。層変更指令を入力した加速器
コントローラ４０のＣＰＵは、ステップ２１３で層番号ｉに１を加え（すなわち照射対象
を層２に変更）、ステップ２１４でシンクロトロン１２へ残ビーム減速指令を出力する。
加速器コントローラ４０は、残ビーム減速指令の出力により、シンクロトロン１２の各電
磁石の電源を制御して各電磁石の励磁電流を徐々に低減させ、最後には予め決められた値
、例えばイオンビームの入射に適した励磁電流値にする。これにより、シンクロトロン１
２内を周回するイオンビームが減速される。結果的に、ビーム出射可能な期間は、層内の
スポット数、照射量によって異なる。この時点では層１へのの照射が終了しただけであり
、ステップ２１５の判定が「Ｎｏ」となる。ステップ２０２で、２番目の層（層２）に対
する加速器パラメータを加速器コントローラ４１のメモリから読み出して設定される。以
下、層２に対して、ステップ２０３～２１５の処理が実行される。また、層４における全
スポットに対する全分割照射が終了するまで、ステップ２０２～２１５の処理が実行され
る。
【００７２】
　本実施形態では、例えば層３にステップ２０２～２１５の処理によってイオンビームを
照射する際、層３よりも深い位置に位置する層１，２へのイオンビームの照射時において
そのイオンビームの照射を受けない、層３の第１領域（図１０の左半分の領域）は、層１
，２へのイオンビームの照射時においてそのイオンビームの照射を受ける、層３の第２領
域（図１０の右半分の領域）に対する照射回数よりも多い回数で照射される。すなわち、
層３の第１領域の各照射位置に対する照射回数は、層３の第２領域の各照射位置に対する
それよりも多くなっている。
【００７３】
　加速器コントローラ４０のＣＰＵは、ステップ２１５の判定で「Ｙｅｓ」となった場合
（患者３０の標的における全層内の全スポットへの所定の照射が完了）に、ＣＰＵ１０１
に対し照射終了信号を出力する。
【００７４】
　以上説明したようにして、シンクロトロン１２で加速されてシンクロトロン１２から出
射されたイオンビームがビーム輸送系４を輸送される。そして、イオンビームは、照射対
象の患者が在室する治療室の照射装置１５を介し、当該患者３０の標的に治療計画通りの
最適な態様で照射される。
【００７５】
　なお、このとき、照射装置１５のノズル内に設けた線量モニタ６Ａの検出信号がスキャ
ニングコントローラ４１に入力される。本実施形態の他の特徴は、この検出信号を用いて
、 (i)照射量積算値をビームオフ信号と同時にクリアすること； (ii)ビームを出射開始後
の経過時間に応じて動作異常の発生を判定すること； (iii)照射量積算値と所定の規制値
との比較に応じて動作異常の発生を判定すること；にある。
【００７６】
　以下、その詳細を図１３～図１８を用いて説明する。
  図１３は、スキャニングコントローラ４１の機能的構成を詳細に表す機能ブロック図で
ある。図１３において、スキャニングコントローラ４１は、照射量の検出に関わるものと
して、プリセットカウンタ４１ａ、記録カウンタ４１ｂ、及び最大線量カウンタを備えて
おり、さらにこれらを制御するためのプリセットカウンタ制御部４１Ａ、記録カウンタ制
御部４１Ｂ、及び最大線量カウンタ制御部４１Ｃを備えている。ここで、線量モニタ６Ａ

10

20

30

40

50

(11) JP 3681744 B2 2005.8.10



は、公知のもので、ビームの通過によって電離した電荷量に応じてパルスを出力する方式
である。線量モニタ６Ａは、具体的には所定の微小電荷量ごとに１つのパルスを出力する
。プリセットカウンタ４１ａ及び記録カウンタ４１ｂは、線量モニタ６Ａから出力される
パルスの数をカウントすることによって照射量を求めるものである。
【００７７】
　プリセットカウンタ制御部４１Ａは、上記プリセットカウンタ４１ａのほかに、スポッ
トタイマ４１Ａａ、差計算部４１Ａｂ、判定部４１Ａｃ、ＯＲ回路４１Ａｄ，４１Ａｅを
備えている。またプリセットカウンタ４１ａは、パルス入力部４１ａａ、設定値入力部４
１ａｂ、初期化（クリア）信号入力部４１ａｃ、動作開始（ＳＴＡＲＴ）信号入力部４１
ａｄ、カウント値読み出し部４１ａｅ、設定値比較結果出力部４１ａｆを備えている。
【００７８】
　記録カウンタ制御部４１Ｂは、上記記録カウンタ４１ｂのほかに、第１遅延タイマー４
１Ｂａ、第２遅延タイマー４１Ｂｂ、第１レジスタ４１Ｂｃ、第２レジスタ４１Ｂｄ、差
計算部４１Ｂｅ、判定部４１Ｂｆ、ＮＯＴ回路４１Ｂｇ、ＯＲ回路４１Ｂｈを備えている
。また記録カウンタ４１ｂは、パルス入力部４１ｂａ、初期化（クリア）信号入力部４１
ｂｃ、動作開始（ＳＴＡＲＴ）信号入力部４１ｂｄ、カウント値読み出し部４１ｂｅを備
えている。
【００７９】
　最大線量カウンタ制御部４１Ｃは、上述のように最大線量カウンタ４１ｃを備え、この
最大線量カウンタ４１ｃは、パルス入力部４１ｃａ、設定値入力部４１ｃｂ、初期化（ク
リア）信号入力部４１ｃｃ、動作開始（ＳＴＡＲＴ）信号入力部４１ｃｄ、設定値比較結
果出力部４１ｃｆを備えている。
【００８０】
　またスキャニングコントローラ４１は、メモリ４１Ｍと、ビーム出射開始・停止信号生
成部４１Ｓとを備えている。
【００８１】
　図１４は、上記構成のスキャニングコントローラ４１が実行する、図１２のステップ２
０５及び３００の詳細手順を表すフローチャートである。前述のように、演算子ｉが１、
演算子ｊがあらかじめ１に初期化されている。スキャニングコントローラ４１は、ステッ
プ３０１で、既にメモリ４１Ｍに格納されているプリセットカウンタ４１ａの目標カウン
ト数に対応するプリセットカウンタ設定指令をプリセットカウンタ制御部４１Ａのプリセ
ットカウンタ設定値入力部４１ａｂに出力する。プリセットカウンタ４１ａは、ステップ
３０２で、その設定指令に応じて層１の１番目のスポットにおける目標カウント数を設定
する。目標カウント数は、図１１において示した「照射量」の欄における該当する層内の
該当するスポットの目標照射量に対応した値である。この目標カウント数は、スキャニン
グコントローラ４１が、イオンビームの照射開始前に、その目標照射量に基づいて算出さ
れる。なお、目標照射量を用いた目標カウント数の算出は、プリセットカウンタ制御部４
１Ａがその設定指令を受信した直後でもよいし、中央制御装置１００が算出するのであれ
ば中央制御装置１００からスキャニングコントローラ４１へデータを送信する前でもよい
。このとき同様にしてメモリ４１Ｍに格納されている最大線量カウンタ４１ｃの目標カウ
ント数（最大線量カウント数）に対応する最大（スポット又は層）線量カウンタ設定指令
を最大線量カウンタ制御部４１Ｃの最大線量カウンタ設定値入力部４１ｃｂに出力するが
、詳細は後述する。
【００８２】
　ステップ３０１が終了するとステップ３０３へ移り、当該スポットについての走査電磁
石５Ａ，５Ｂの電流設定指令（図１１におけるＸ位置及びＹ位置のそれぞれに対する電流
値データ）を走査電磁石５Ａ，５Ｂの電源へ出力する。走査電磁石５Ａ，５Ｂは、該当す
る電流値にて偏向電磁力を発生させるとともに、そのような状態が完成したことを示す電
流設定完了信号をスキャニングコントローラ４１に出力する。その電流設定完了信号はス
テップ３０４でビーム出射開始・停止信号生成部４１Ｓに入力される。
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【００８３】
　一方、プリセットカウンタ制御部４１Ａでは、前述のようにステップ３０２で目標カウ
ント数がステップ３０２で設定されたとき、その設定値が上記プリセットカウンタ設定値
入力部４１ａｂのみならず差計算部４１Ａｂにも入力され、さらにその時点でカウントさ
れたカウント数（セット時カウント値）がプリセットカウンタカウント値読み出し部４１
ａｅから読み出されてこれも差計算部４１ａｂに入力される。差計算部４１ａｂでは、こ
れらの偏差（セット時カウント値－目標カウント数）を算出して判定部４１Ａｃに入力す
る。判定部４１Ａｃは、上記偏差が負であるかどうか（言い換えればセット時カウント値
が目標カウント数未満であるかどうか）を判定する（ステップ３０２Ａ）。この判定が満
たされたら、ビーム出射開始・停止信号生成部４１Ｓへ目標カウント数設定ＯＫの信号を
出力する。
【００８４】
　スキャニングコントローラ４１は、ステップ３０５で、プリセットカウンタ制御部４１
Ａの判定部４１Ａｃからの目標カウント数設定ＯＫの信号、ステップ３０３における電流
設定指令、走査電磁石５Ａ，５Ｂからの電流設定完了信号が入力されたことを条件として
、ビーム出射開始・停止信号生成部４１Ｓよりビーム出射（照射）開始信号を出力する。
ビーム照射開始信号は、加速器コントローラ４０を通過して開閉スイッチ９２を閉じる。
シンクロトロン１２からイオンビームが出射され、該当するスポット（例えば層１の１番
目のスポット）にイオンビームが照射される。次に、ステップ３０６に移り、ビーム出射
開始・停止信号生成部４１Ｓが、プリセットカウンタ制御部４１のスポットタイマー４１
Ａａをスタートさせるタイマスタート指令信号を出力する。スポットタイマー４１Ａａで
計測されたそのスタート後の経過時間があらかじめ定められた設定時間以上となった場合
（言い換えれば後述のようにリセットされることなくビーム出射が所定時間以上行われた
場合）に時間超過信号が発せられる（ステップ３０７）。ステップ３０８において、時間
超過信号の発生と、タイマースタート指令信号の入力とを条件として、第１異常信号が中
央制御装置１００に出力される。中央制御装置１００は、その第１異常信号を入力して、
所定の異常処理、例えばスキャニングコントローラ４１及び加速器コントローラ４０を介
し（あるいは介さなくてもよい）シンクロトロン１２からのビーム出射の即時強制停止及
びその旨の記録を行う。
【００８５】
　一方、ステップ３０５のビーム出射開始信号の出力によってビーム照射が開始されると
、前述のように線量モニタ６Ａの検出信号が電流／周波数変換器（Ｉ／Ｆコンバータ、図
示せず）により線量パルス列に変換された後、スキャニングコントローラ４１のプリセッ
トカウンタパルス入力部４１ａａ、記録カウンタパルス入力部４１ｂａ、最大線量カウン
タパルス入力部４１ｃａに入力され、これらカウンタ４１ａ，４１ｂ，４１ｃはパルスを
同時にカウントする。このカウント数は、カウント開始からの照射量を表す。
【００８６】
　プリセットカウンタ４１ａは、パルス入力部４１ａａからの入力パルスに基づくカウン
ト値がステップ３０２で設定した目標カウント数の設定値以上となった場合に照射量超過
信号を発する（ステップ３０９）。この照射量超過信号の発生と、ステップ３０２で設定
された目標カウント数の入力とを条件として、ステップ３１０で設定値比較結果出力部４
１ａｆよりトリガー信号を出力する。このトリガー信号はＯＲ回路４１Ａｄ，４１Ａｅを
介し第１リセット信号としてプリセットカウンタ４１Ａｆの初期化（クリア）信号入力部
４１ａｃ、動作開始（ＳＴＡＲＴ）信号入力部４１ａｄに入力され、プリセットカウンタ
４１ａのカウント数がリセットされて再カウントが開始される（ステップ３１１）。
【００８７】
　スキャニングコントローラ４１のビーム出射開始・停止信号生成部４１Ｓは、上記トリ
ガー信号に基づきビーム出射停止信号を生成し、加速器コントローラ４０にそのビーム出
射停止信号を出力する（ステップ３１２）。ビーム出射停止信号は加速器コントローラ４
０を通過して開閉スイッチ９２に到達する。スキャニングコントローラ４１は、実質的に
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ビーム出射停止信号により開閉スイッチ９２を制御して開閉スイッチ９２を開く。これに
よって、前述したようにシンクロトロン１２からのイオンビームの出射が停止され、患者
への照射が停止される。このようにして照射が停止されるとともに、ステップ３１３でビ
ーム出射開始・停止信号生成部４１Ｓがスポットタイマー４１Ａａを停止又はリセットさ
せる指令信号を出力する。
【００８８】
　スキャニングコントローラ４１の記録カウンタ制御部４１Ｂは、第１及び第２遅延タイ
マー４１Ｂａ，Ｂｂを備えている。ビーム出射開始・停止信号生成部４１Ｓが出力した上
記ビーム出射停止信号は、（ビームＯＮ→ＯＦＦの切り替わりをＮＯＴ回路４１Ｂｇを介
したＯＦＦ→ＯＮに変換する形で）第１遅延タイマー４１Ｂａをスタートさせる指令信号
として入力される（ステップ３１４）。そしてこのスタート後の経過時間があらかじめ定
められた所定の設定時間（＝第１遅延時間、後述の図１６の「遅れ」に相当）となった場
合に第１時間到達信号が記録カウンタ制御部４１Ｂの第１レジスタ４１Ｂｃへ発せられる
（ステップ３１５）。第１時間到達信号、及び第１遅延タイマースタート指令信号の入力
を条件として、ステップ３１６において、第１レジスタ４１Ｂｃより記録カウンタ読み出
し信号が記録カウンタ４１ｂへと出力され、そのときのカウント値が記録カウンタカウン
ト値読み出し部４１ｂｅより第１レジスタ４１Ｂｃへ入力される。このとき、図１４では
煩雑防止のため図示を省略しているが、上記時間到達信号は第２遅延タイマー４１Ｂｂを
スタートさせる指令信号として入力される。そして、上記第１遅延タイマー同様、スター
ト後の経過時間があらかじめ定められた所定の設定時間（＝第２遅延時間）となった場合
に第２時間到達信号が記録カウンタ制御部４１Ｂの第２レジスタ４１Ｂｃへ発せられる。
第２時間到達信号、及び第２遅延タイマースタート指令信号の入力を条件として、第２レ
ジスタ４１Ｂｄより記録カウンタ読み出し信号が記録カウンタ４１ｂへと出力され、その
ときのカウント値が記録カウンタカウント値読み出し部４１ｂｅより第２レジスタ４１Ｂ
ｄへ入力される。
【００８９】
　第１及び第２レジスタ４１Ｂｃ，４１Ｂｄにおけるカウント値は、差計算部４１Ｂｅに
入力されてそれらの偏差が算出され、その偏差が判定部４１Ｂｆに入力される。
【００９０】
　記録カウンタ制御部４１Ｂの判定部４１Ｂｆは、記録カウント値が正常な値であるかど
うか（上記の偏差が所定の適正範囲内に入っているかどうか）を判定し（ステップ３１７
）、異常な値であると判定した場合は第２異常信号を中央制御装置１００へと出力する（
ステップ３１８）。中央制御装置１００は、第２異常信号を入力して、前述した所定の異
常処理を行う。ステップ３１７で正常な値であると判定された場合は、判定部４１Ｂｆは
、記録カウンタ４１ｂをリセットする第２リセット信号をＯＲ回路４１Ｂｂを介して記録
カウンタ４１ｂの初期化（クリア）信号入力部４１ｂｃ及び動作開始（ＳＴＡＲＴ）信号
入力部４１ｂｄに入力してリセット後再カウントが開始させる（ステップ３１９）。また
このときのカウント値が判定部４１Ｂｆより実績線量記録として中央制御装置１００へと
出力される。さらに判定部４１Ｂｆは最大線量カウンタ制御部４１Ｃをリセットするため
の第３リセット信号をＯＲ回路４１Ｂｂを介して最大線量カウンタ４１ｃの初期化（クリ
ア）信号入力部４１ｃｃ、動作開始（ＳＴＡＲＴ）信号入力部４１ｃｄへと出力する（ス
テップ３２０）。
【００９１】
　一方、最大線量カウンタ４１ｃは、初期化（クリア）信号入力部４１ｃｃ及び動作開始
（ＳＴＡＲＴ）信号入力部４１ｃｄにて入力した第３リセット信号に基づき、ステップ３
２１でカウント値をクリアした後再カウントを開始する。ステップ３０５においてビーム
出射開始信号が出力されると、最大線量カウンタ制御部４１ｃのパルス入力部４１ｃａに
入力した線量モニタ６Ａの検出信号であるパルスをカウントする。このカウント数は、カ
ウント開始からの照射量を表す。このとき、最大線量カウンタ４１ｃは、ステップ３２３
で、前述のステップ３０１で設定値入力部４１ｃｂに入力された最大線量カウンタ設定指

10

20

30

40

50

(14) JP 3681744 B2 2005.8.10



令に応じて照射対象の当該スポットにおける目標カウント数（最大線量カウント数）を設
定している。前述した照射線量積算値が上記ステップ３２３で設定した目標最大カウント
数の設定値以上となった場合、カウント超過信号を発生する（ステップ３２２）。設定さ
れた目標最大カウント数の入力（ステップ３２３）、及びカウント超過信号の入力を条件
として、ステップ３２４において、設定値比較結果出力部４１ｃｆより第３異常信号を中
央制御装置１００へと出力する。中央制御装置１００は、第３異常信号を入力して、前述
した所定の異常処理を行う。目標最大カウント数は、標的内の全照射位置（全スポット）
に対するそれぞれの目標照射量のうちで最大の目標照射量よりも大きめに設定した照射量
である。
【００９２】
　なお、図１５は、以上説明したプリセットカウンタ４１ａ及び記録カウンタ４１ｂの一
連の動作をタイミングチャートとして表したものである。
【００９３】
　以上のように構成した本実施形態の粒子線治療システムによれば、以下のような効果を
得る。
【００９４】
　（１）分割照射による分解能向上効果
  すなわち、位置モニタ６Ｂは、通常は、イオンビームの通過によって電離した電荷量を
コンデンサーに蓄積し、スポット照射後にコンデンサに誘起された電圧を読み出す方式で
ある。このコンデンサの容量は、最も照射量の多いスポットによる電離電荷量を許容でき
るように決められる。ここで、上記コンデンサは、その容量が小さいほど出力電圧が高く
なって信号対雑音比（Ｓ／Ｎ比）が高くなり、位置計測分解能が高くできる。逆に、容量
が大きくなるほど位置計測分解能が低くなるという特質を備えている。
【００９５】
　本実施形態は、この点に鑑み、治療計画装置１４０を用いた治療計画においては、１つ
の層の各スポットへの照射を複数回に分けて分割して行う（例えば図７に示す例では層１
に７回、層２に３回、層３に３回、層４に２回）ように計画する。中央制御装置１００、
加速器コントローラ４０、スキャニングコントローラ４１がその治療計画によって得られ
た治療計画情報を用いてシンクロトロン１２及び照射装置１５を制御する。これにより、
例えば１回のイオンビームの照射では照射量が多すぎるような照射位置については、１回
あたりの照射量が小さくなるように分割照射を行うことができる。このため、最も線量の
多い照射位置と最も線量の少ない照射位置とにおけるイオンビームの照射量のばらつきを
小さくし平準化することができる（図７の例では最大は層１内のスポットにおける１０で
あり、最小は層４内のスポットにおける６．３である）。したがって、その分、位置モニ
タ６Ｂのコンデンサ容量を小さくして分解能を向上できるので、治療時における実際のビ
ーム位置をさらに正確に検出することが可能となる。
【００９６】
　本実施形態では、特に、イオンビームの進行方向であるの層（例えば層３）よりも深い
位置にある他の層（例えば層２）にイオンビームを照射したときにその荷電粒子ビームの
照射を受けない、ある層の第１領域（層３について言えば図１０の左半分の領域）内の各
照射位置に対するイオンビームの照射回数を、そのときにイオンビームの照射を受ける、
ある層の第２領域（層３について言えば図１０の右半分の領域）内の各照射位置に対する
その回数よりも多くしているため、第１及び第２領域を含むある層における照射線量をよ
り均一化することができる。本実施形態では、そのような第１及び第２領域において、各
照射位置に対するイオンビームの照射量のばらつきを小さくし、その照射量を平準化する
ことができる。
【００９７】
　（２）プリセットカウンタクリアによる高精度照射効果
  通常、この種の粒子線出射装置においては、健全な細胞への被曝を極力防止し過不足の
ない正しい照射治療を行うために、イオンビームの照射量を測定する線量モニタが設置さ
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れる。各スポットへの照射時には、各スポットごとの目標照射量が設定されており、線量
モニタによる照射量の積算値がその目標値に達したら、加速器へビーム出射停止信号（ビ
ーム停止指令）が出力され、加速器がこれに応じて荷電粒子ビームの出射を停止するよう
になっている。ここで、加速器は、ビーム停止指令が入力された後、若干の応答遅れが生
じる可能性がある。本実施例に用いられるシンクロトロンの場合は、前段加速器から入射
された低エネルギのイオンを周回させるとともに必要エネルギーまで加速し、その後、周
回する高エネルギの荷電粒子ビームのベータトロン振動を共鳴状態にし、荷電粒子ビーム
に高周波電磁界を印加して荷電粒子ビームのベータトロン振動を増加し、共鳴の安定限界
を越えさせて出射する構成となっている。この結果、上記のようにしてビーム停止指令が
入力されても、厳密には、直ちに荷電粒子ビームの出力が停止するのではなく、若干の応
答遅れが生じる可能性がないとは言えない。
【００９８】
　本実施形態においては、この点に鑑み、プリセットカウンタ制御部４１Ａは、線量モニ
タ６Ａで検出されてプリセットカウンタ４１ａでカウントした照射量が所定の値（目標値
）に達したら（ステップ３０９参照）、スキャニングコントローラ４１が高周波印加装置
９にビーム出射停止信号を出力する（ステップ３１２参照）トリガーとなるトリガー信号
を出力するとともに、加速器からのビームが実際に停止するのを待つことなくプリセット
カウンタ４１ａの積算カウント数をクリアし（ステップ３１１）、再び積算を開始させる
。
【００９９】
　図１６はこのときの挙動を表すタイムチャートである。図１６に示すように、ビーム出
射停止信号が出力された後、実際にシンクロトロン１２が停止するまでには応答遅れが生
じうる。しかし、この応答遅れの間、シンクロトロン１２から出力されたイオンビーム照
射量分が上記クリア後に積算される。イオンビームの出射が実際に停止した後、ステップ
２０９、ステップ２０５の処理によって照射位置が次の照射位置（スポット）へ変更され
て（図１２参照）ステップ３０２で目標カウント数が変更される（図１６では例えば条件
１（ある位置のスポットに対する目標照射量）から条件２（その次のスポットに対する目
標照射量）への変更）。目標カウント数は目標照射量に対応するカウント数である。更に
、ステップ３０３において、走査電磁石５Ａ，５Ｂが制御され、ステップ３０５において
再びシンクロトロン１２からのイオンビームの出力が再開される。このとき、この移動後
の次のスポットへの照射量も上記同様に線量モニタ６Ａで検出されプリセットカウンタ４
１ａで積算される。このときのカウント数の積算には、加速器応答遅れの期間分における
、１つ前のスポットに対するカウント数が予め初期値として含まれおり、この初期値に次
のスポットへの照射量が上乗せされる（図１６中の「条件２設定」部分参照）。これによ
り、次のスポットに対してシンクロトロン１２から出射されたイオンビームを目標照射量
になるまで照射することは、そのスポットの目標照射量（図１６中の「条件２」で表され
る照射量）から上記初期値を差し引いて得られる照射量をそのスポットに対して照射する
ことになる。プリセットカウンタ制御部４０Ａは、上記の移動後のスポットに対する照射
量が目標照射量に達したら、上記同様、スキャニングコントローラ４１がビーム出射停止
信号を高周波印加装置９に出力するトリガーとなるトリガー信号を出力するとともにプリ
セットカウンタ４１ａのカウント数をクリアする。シンクロトロン１２の応答遅れの間の
照射量分がさらに次の移動後のスポット照射時の初期値として積算され、以降、同様に繰
り返すこととなる。
【０１００】
　以上のような制御をスキャニングコントローラ４１が行うことにより、各スポット照射
時においては、常時、あるスポット照射時に生じたシンクロトロン１２の応答遅れ分の照
射量が次のスポットへの照射量であるとして、そのスポットの目標線量になるまでそのス
ポットにイオンビームが照射される。前述の応答遅れを考慮せず照射量制御を行う場合に
は、図１７に示すように応答遅れ分の余剰照射（本来照射したい値を１ .０で示す）が行
われ、図示のように全スポットにおいて例えば照射量１ .２となる可能性があった。これ
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に対し、本実施形態では上記のような制御を行うことにより、図１８に示すように一番最
初に照射を行うスポット（図示左端のスポット）を除くほぼ全部のスポットについて、応
答遅れ分の余剰照射のない、そのスポットに本来設定される目標照射量にほぼ等しい（照
射量がほぼ１ .０となる）イオンビームを高精度に照射することが可能となる。
【０１０１】
　本実施形態では、あるスポット照射時に生じたシンクロトロン１２の応答遅れ分の照射
量が次のスポットへの照射量であるとして、そのスポットの目標線量になるまでそのスポ
ットにイオンビームを照射したが、以下の (i)及び (ii)の方法でも同じ効果を得ることが
できる。
【０１０２】
　 (i)プリセットカウント制御部４１Ａにおけるステップ３０９で、あるスポットに対す
る目標照射量から１つ前のスポットへの照射時に生じた上記応答遅れ分の照射量を差し引
き、更に残りの照射量からあるスポットに対する照射時におけるカウント数を差し引いて
残りの照射量が０になったこと、及びステップ３０２で設定された目標カウント数の入力
とを条件として、ステップ３１０でトリガー信号を出力する。
【０１０３】
　 (ii)プリセットカウント制御部４１Ａにおけるステップ３０２で設定される目標カウン
ト数として、あるスポットに対する目標照射量から１つ前のスポットへの照射時に生じた
上記応答遅れ分の照射量を差し引いた照射量を設定することである。
【０１０４】
　（３）スポットタイマーによる安全性向上効果
  線量モニタ６Ａは、機器である以上誤動作や故障の発生する可能性を完全になくすこと
は困難である。また、上記各スポットごとの目標照射量についても、通常は操作者が手作
業で入力するか、あるいは入力値に基づき計算される値であるため、手作業入力または計
算の段階で不適当な値を入力してしまう可能性も全くないとは言い切れない。また、目標
照射量をデータベースから読み出して伝送する際に、伝送の段階で不適当な目標線量を入
力してしまう可能性もある。
【０１０５】
　本実施形態においては、この点に鑑み、スキャニングコントローラ４１にスポットタイ
マーを設け、１つのスポットへイオンビームを出射開始した後の経過時間に応じ動作異常
が発生しているかどうかを判定し（図１４のステップ３０６、ステップ３０７参照）例え
ば出射開始後出射状態での経過時間が所定の時間以上となった場合、動作異常を表す異常
信号（第１異常信号）を出力する（ステップ３０８）。これにより、例えば、線量モニタ
６Ａの誤動作や故障発生、あるいは不適当な入力値によりイオンビームの出射時間が異常
に長くなろうとした場合も、ある経過時間で出射を停止でき、患部への過照射防止を確実
に図り、安全性をさらに向上することができる。
【０１０６】
　（４）最大線量カウンタによる安全性向上効果
  線量モニタ６Ａによる照射量がその目標値に達したときにイオンビームの出力を停止さ
せる機能は、その機能に係わる機器に万が一誤動作や故障が発生する可能性も全くないと
は言い切れない。また、照射量データの設定に誤りが発生する可能性も全くないとは言い
切れない。
【０１０７】
　本実施形態においては、この点に鑑み、スキャニングコントローラ４１の最大線量カウ
ンタ制御部４１Ｃが、線量モニタ６Ａで検出し最大線量カウンタ制御部４１Ｃで積算した
カウント数と所定の規制値との大小に応じて、何らかの動作異常が発生しているかどうか
を判定し（図１４中ステップ３２２、ステップ３２３参照）、例えばカウント数が所定の
規制値以上となった場合、動作異常を表す第３異常信号を出力する（ステップ３２４）。
これにより、例えば、ビーム停止機能の誤動作等によりイオンビームがなかなか停止され
ず照射量が異常に大きくなろうとした場合も、ある上限照射量で出射を停止することで、
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患部への過照射防止を確実に図り、安全性をさらに向上することができる。
【０１０８】
　また、規制値を例えばハードスイッチを用いて操作者が直接手で設定した値とすること
で、データ通信の誤動作等により目標とする照射量が異常に大きくなり、イオンビームが
なかなか停止されずに照射量が異常に大きくなろうとした場合も、ある上限照射量で出射
を停止することで、患部への過照射防止を確実に図り、安全性をさらに向上することがで
きる。
【０１０９】
　（５）層内の全スポット照射終了時に残留するイオンビーム減速の効果
  本実施形態のスポットスキャニング照射は、標的の大きさが変わると、層内のスポット
数が変わり、層内の全スポットを照射し終えるまでの時間が変わる。シンクロトロンの出
射可能期間は、大きな標的を想定して長く設定しておくと、全層を照射し終わるまでに必
要な時間が長く掛かり、患者に対する治療時間が長くなる。本実施形態においては、この
点に鑑み、層内の全スポットを照射し終えた後、速やかに残ビーム減速指令を出力してシ
ンクロトロン内のイオンビームを減速する。これにより、シンクロトロンの出射可能期間
が終了される。したがって、シンクロトロンの出射可能期間は必要最小限に制御され、患
者に対する治療時間を短くすることが出来る。
【０１１０】
　以上に述べたスポットスキャニングによるイオンビーム照射は、加速器としてサイクロ
トロンを用いた陽子線治療システムに適用することができる。この陽子線治療システムを
、図１９を用いて説明する。本実施形態の陽子線治療システムは、図１に示す陽子線治療
システムにおいて、シンクロトロン１２をサイクロトロン１２Ａに替え、新たにエネルギ
ー変更装置（第２エレメント、荷電粒子ビームエネルギー変更装置）４２を付加した構成
を有する。荷電粒子ビーム発生装置１Ａはサイクロトロン１２Ａを有する。サイクロトロ
ン１２Ａは加速装置１０Ａを有する。エネルギー変更装置４２は、サイクロトロン１２Ａ
付近でビーム輸送系４に設置される。エネルギー変更装置４２は、イオンビームを通過さ
せてエネルギーを損失させる板状の複数のディグレーダ（図示せず）、エネルギーの低く
なったイオンビームを偏向する偏向電磁石（図示せず）、偏向電磁石通過後のイオンビー
ムの一部分を切り出すアパーチャ（図示せず）を備える。イオンビームのエネルギーを変
更するための厚みの異なる複数のエネルギー調節板を備える。イオンビームはディグレー
ダを通過することによってエネルギーが変更される。複数のエネルギーを得るために、複
数のディグレーダは厚みが異なっている。
【０１１１】
　図１に示す実施形態と同様に、中央制御装置１００のＣＰＵ１０１がメモリ１０３に格
納した治療計画情報（図１１参照）を記憶装置１１０から読み出してスキャニングコント
ローラ４１のメモリ（図示せず）に記憶させる。ＣＰＵ１０１は、治療計画情報のうち全
ての層に関する運転パラメータのデータ（各層に照射するイオンビームのエネルギーによ
って定まる、ディグレーダ番号及びビーム輸送系の各電磁石の励磁電流値）の全てを、加
速器コントローラ４０Ａに伝える。
【０１１２】
　本実施形態のスポットスキャニング際のスキャニングコントローラ４１による制御は図
１の実施形態での図１２及び図１４に示す制御と同様に行われる。加速器コントローラ４
０Ａによる制御は、図１２に示された加速器コントローラ４０の制御のうちステップ２１
４を除いた制御である。このため、加速器コントローラ４０Ａは、ステップ２１３の次に
ステップ２１５を実行する。また、加速器コントローラ４０Ａによる制御のうち、本実施
形態特有の制御を中心に説明する。ステップ２０２では、ｉ番目の層（例えば層１）に対
する運転パラメータの上記データを設定する。加速器コントローラ４０Ａは、ステップ２
０３でディグレーダ番号をエネルギー変更装置４２に、各励磁電流値をビーム輸送系４の
各電磁石の各電磁石電源に出力する。具体的には、加速器コントローラ４０Ａは、ディグ
レーダ番号に基づいてエネルギー変更装置４２内の所定のディグレーダをビーム経路６２
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内に挿入する制御、及び各励磁電流値に基づいて該当する各電磁石電源を制御してビーム
輸送系４の各電磁石（第１エレメント）を励磁させる制御を実行する。サイクロトロン１
２Ａ内へのイオンビームの入射はイオン源１１Ａより行われる。
【０１１３】
　ステップ３００、具体的にはステップ３０５（図１４）でスキャニングコントローラ４
１から出力されたビーム出射開始信号は、加速器コントローラ４０Ａを通過してイオン源
１１Ａの電源に入力される。スキャニングコントローラ４１は、ビーム出射開始信号に基
づいて、イオン源１１Ａを起動させてイオン源１１Ａからイオンビームをサイクロトロン
１２Ａに入射させる制御を行う。加速器制御装置４０Ａは、ビーム出射開始信号が内部を
通過するとき、ステップ２０２で設定した高周波電力設定値を加速装置１０Ａの高周波電
源（図示せず）に出力する。
【０１１４】
　サイクロトロン１２Ａ内のイオンビームは，設定エネルギーまでにエネルギーが高めら
れ、出射用デフレクタ８を通ってサイクロトロン１２Ａから出射される。このイオンビー
ムは、ビーム経路６２内に挿入されているディグレーダによりエネルギーを設定エネルギ
ーまで落とされ、ビーム経路６２を通って照射装置１５に達する。このイオンビームは、
照射装置１５内の走査電磁石５Ａ，５Ｂの走査により患者３０の標的領域の該当する層内
の該当するスポットに照射される。
【０１１５】
　線量モニタ６Ａで計測された照射量が、該当するスポットの目標線量に達したとき、ス
キャニングコントローラ４１はステップ３００、具体的にはステップ３１２（図１４）で
ビーム出射停止信号を出力する。ビーム出射停止信号は、加速器コントローラ４０Ａを通
過してイオン源１１Ａの電源に入力される。スキャニングコントローラ４１は、ビーム出
射開始信号に基づいて、イオン源１１Ａを停止させてサイクロトロン１２Ａへのイオンビ
ームの入射を停止させる制御を行う。加速器コントローラ４０Ａは、ビーム出射停止信号
が通過するときに、加速装置１０Ａの高周波電源を制御して高周波電力の印加を停止する
。これにより、該当するスポットへのイオンビームの照射が終了する。以下、図１に示す
実施形態と同様にして、隣のスポットへのイオンビームの照射が行われる。
【０１１６】
　本実施形態は、図１に示す実施形態にて生じる効果（１）～（４）を得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の粒子線出射装置の一実施形態の全体構成を表す概念図である。
【図２】図１に示した治療計画装置の演算手段が実行する制御手順を表すフローチャート
である。
【図３】患部領域における一様性を確保するために各層で照射する線量分布の一例を表す
概念図である。
【図４】図１に示した粒子線出射装置の照射対象の患部領域の一例を表す図である。
【図５】患部領域における一様性を確保するために各層で照射する線量分布の一例を表す
概念図である。
【図６】図１に示した治療計画装置の演算手段が実行する制御手順の詳細を表すフローチ
ャートである。
【図７】図１に示した治療計画装置で計画した、照射時における各層の分割回数の一例を
表す図である。
【図８】図１に示した治療計画装置で計画した、照射時における各層の分割態様の一例を
表す図である。
【図９】図１に示した治療計画装置で計画した、照射時における各層のスキャニング態様
の一例を表す概念的平面図である。
【図１０】図１に示した治療計画装置で計画した、照射時における各層のスキャニング態
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様の一例を表す概念的平面図である。
【図１１】図１に示した治療計画装置で計画した照射時における各層のスキャニング態様
を実施する、指令信号の内容を表す図である。
【図１２】図１に示したスキャニングコントローラ及び加速器・輸送系コントローラが実
行する制御手順を表すフローチャートである。
【図１３】図１に示したスキャニングコントローラ４１の機能的構成を詳細に表す機能ブ
ロック図である。
【図１４】図１に示したスキャニングコントローラが実行する制御手順の詳細を表すフロ
ーチャートである。
【図１５】図１３に示した記録カウンタ及びプリセットカウンタの動作挙動を表すタイミ
ングチャートである。
【図１６】図１４に示したプリセットカウンタ制御部及び記録カウンタ制御部が実行する
制御手順によって実現される各カウンタ及び実際のビーム動作の態様の一例を表すフロー
チャートである。
【図１７】従来技術に相当する本発明の比較例によって実現される照射線量分布の一例を
表す図である。
【図１８】図１４に示したプリセットカウンタ制御部及び記録カウンタ制御部が実行する
制御手順によって実現される照射線量分布の一例を表す図である。
【図１９】本発明の粒子線出射装置の他の実施形態の全体構成を表す概念図である。
【符号の説明】
【０１１８】
１　　　　　　　荷電粒子ビーム発生装置
４　　　　　　　ビーム輸送系
５Ａ，Ｂ　　　　走査電磁石（荷電粒子ビーム走査装置）
６Ａ　　　　　　線量モニタ (照射量検出装置 )
１２　　　　　　シンクロトロン (加速器 )
１２Ａ　　　　　サイクロトロン（加速器）
１５　　　　　　照射装置
４０　　　　　　加速器・輸送系コントローラ
４１　　　　　　スキャニングコントローラ
１００　　　　　中央制御装置
１４０　　　　　治療計画装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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